
AZCARE   TRACKS サー ビ ス 契 約 約 款   
AZCARE 株 式 会 社 （以 下、 「当 社」 と い い ま す。） と、 当 社 が 提 供 す る サー ビ ス 『 AZCARE   
TRACKS 』 （以 下、 「本 サー ビ ス」 と い い ま す。） の 提 供 を 受 け る 者 と の 間 に 締 結 さ れ る 契 
約 （以 下、 「利 ⽤ 契 約」 と い い ま す。） は、 以 下 の 条 項 に よ る も の と し ま す。   

第 １ 条 （本 約 款 の 適 ⽤ 及 び 変 更）   

１   当 社 は、 こ の サー ビ ス 契 約 約 款 （以 下、 「本 約 款」 と い い ま す。） に 基 づ き、 会 員 （第 
２ 条 ４ 号 参 照） に 対 し て、 本 サー ビ ス を 提 供 し ま す。   

２   当 社 は、 当 社 所 定 の ⽅ 法 で 利 ⽤ 者 に 通 知 す る こ と に よ り、 本 約 款 を 変 更 す る こ と が あ り 
ま す。 約 款 が 変 更 さ れ た 場 合、 利 ⽤ 者 は 変 更 後 の 約 款 の 適 ⽤ を 受 け る も の と し ま す。   

第 ２ 条 （⽤ 語 の 定 義） 本 約 款 に お い て 使 ⽤ さ れ る 以 下 の ⽤ 語 は、 各々 以 下 に 定 め る 意 味 を 有 
す る も の と し ま す。   

（ 1 ） 「本 サー ビ ス」 と は、 AZCARE   TRACKS で 提 供 す る サー ビ ス の こ と を い い ま す。   

（ 2 ） 「コ ン テ ン ツ」 と は、 当 社 の サ イ ト お よ び 本 サー ビ ス を 通 じ て ア ク セ ス す る こ と が で 
き る 動 画 （講 義 動 画・ エ ク サ サ イ ズ 動 画 等 を い い ま す。）、 図 画、 ⽂ 章、 ⾳ 声、 ⾳ 楽、 ソ フ 
ト ウェ ア、 プ ロ グ ラ ム、 ソー ス コー ド そ の 他 ⼀ 切 の 表 現 お よ び 情 報 の こ と を い い ま す。   

（ 3 ） 「投 稿 情 報」 と は、 当 社 が 本 サー ビ ス を 通 じ て 当 社 ま た は 他 の 会 員 に 送 信 し た ⼀ 切 の 
表 現 お よ び 情 報 の こ と を い い ま す。   

（ 4 ） 「会 員」 と は、 当 社 と 本 約 款 に 基 づ く 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 契 約 を 締 結 し た 者 を い い ま 
す。   

（ 5 ） 「ク ラ イ ア ン ト」 と は、 会 員 が サー ビ ス 内 で 管 理 し て い る お 客 様 を 指 し ま す。   

（ 6 ） 「会 員 申 込 者」 と は、 当 社 に 利 ⽤ 契 約 の 申 し 込 み を す る 者 を い い ま す。  

（ 7 ） 「外 部 SNS サー ビ ス」 と は、 Facebook 、 Instagram 、 Twitter 、 そ の 他 の 事 業 者 が 提 供 
し て い る 当 社 所 定 の ソー シャ ル・ ネッ ト ワー キ ン グ・ サー ビ ス で、 会 員 の 認 証、 友 ⼈ 関 係 の 
開 ⽰、 当 該 外 部 ソー シャ ル・ ネッ ト ワー ク 内 へ の コ ン テ ン ツ の 公 開 な ど の 機 能 を 持 ち、 本 
サー ビ ス の 提 供 に 利 ⽤ さ れ る サー ビ ス を 意 味 し ま す。   

第 ３ 条 （本 サー ビ ス の ⽬ 的）   

AZCARE   TRACKS   は、 ト レー ナー・ セ ラ ヒ ゚ ス ト が、 主 訴 や ⽬ 的 を 選 ふ ゙ た ゙ け て ゙、 エ ク サ サ イ 
ス ゙、 栄 養、 ⽣ 活 習 慣 の フ ゚ ロ ク ゙ ラ ム を ⽣ 成 し、 ク ラ イ ア ン ト を 遠 隔 て ゙ 指 導 で き る、 加 ⼊ 登 録 型 
の プ ロ グ ラ ム 作 成・ 顧 客 管 理 サー ビ ス で す。   

第 ４ 条 （サー ビ ス 利 ⽤）   

１   本 サー ビ ス の 利 ⽤ 期 間 は、 会 員 登 録 し て か ら 解 約 さ れ る ま で 継 続 し ま す。   



２   本 サー ビ ス の 利 ⽤ 開 始 時 期 は、 シ ス テ ム の エ ラー や 不 測 の 事 態 の 修 正 等 に よ り 遅 延 す る 
場 合 が あ り ま す。 そ の 場 合 は 当 社 所 定 の ⽅ 法 で 会 員 に 通 知 す る も の と し ま す。   

３   本 サー ビ ス の ご 利 ⽤ に あ たっ て は、 イ ン ター ネッ ト ア ク セ ス お よ び 本 サー ビ ス 対 応 の デ 
バ イ ス を ご ⽤ 意 い た だ き、 ク レ ジッ ト カー ド 情 報 を 当 社 が 指 定 す る 決 済 サー ビ ス （Ｇ Ｍ Ｏ ペ 
イ メ ン ト ゲー ト ウェ イ 株 式 会 社 が 提 供 す る 「マ ル ペ イ」） に ご 登 録 い た だ く 必 要 が あ り ま 
す。   ク レ ジッ ト カー ド 情 報 は、 現 ⾏ の、 有 効 か つ 当 社 が 承 認 し た お ⽀ 払 い ⽅ 法 を 意 味 し、 
随 時 更 新 す る こ と が で き ま す。 ⽉ 末 ま で の 解 約 申 し ⼊ れ が な い 場 合 は、 翌 ⽉ も 利 ⽤ を 継 続 す 
る も の と し ま す。   

第 ５ 条 （本 サー ビ ス に 付 随 す る サー ビ ス・ 対 象 外 の サー ビ ス）   

１   会 員 は、 コ ン テ ン ツ の 内 容 に 関 す る 質 問 等 を 各 講 師 へ 直 接 連 絡 す る こ と は で き ま せ ん。   

２   コ ン テ ン ツ の 内 容 に 関 す る 質 問 等 を 個 別 に お 答 え す る こ と は で き ま せ ん。   

３   ク ラ イ ア ン ト か ら の 直 接 の 問 い 合 わ せ に は 対 応 で き ま せ ん。 利 ⽤ ⽅ 法 へ の 不 明 点 な ど 
は、 会 員 （ト レー ナー・ セ ラ ピ ス ト） か ら お 問 い 合 わ せ く だ さ い。   

第 ６ 条 （ア カ ウ ン ト 登 録）   

１   会 員 申 込 者 は、 本 約 款 に 同 意 し た 上 で、 当 社 の 定 め る ⽅ 法 で、 利 ⽤ 料 ⾦ の ⽀ 払 に 使 ⽤ す 
る ク レ ジッ ト カー ド 情 報 の 登 録 等、 当 社 の 指 定 す る 必 要 な 準 備 を ⾏っ た 後、 当 社 の ア カ ウ ン 
ト 登 録 の 終 了 に よ り 会 員 と な り ま す。 会 員 登 録 に よ り、 本 約 款 に 従っ た 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 契 
約 が 会 員 と 当 社 の 間 に 成 ⽴ し、 会 員 は 本 サー ビ ス を 当 社 の 定 め る ⽅ 法 で 利 ⽤ す る こ と が で き 
ま す。   

２   ア カ ウ ン ト 登 録 は、 個 ⼈ 名 （実 名） で の 登 録 の み 認 め ら れ ま す。 施 設 名、 法 ⼈ 名 な ど で 
の 登 録 で き ま せ ん。   

３   会 員 が 登 録 し た メー ル ア ド レ ス 宛 に、 当 社 か ら、 当 社 の 提 供 す る サー ビ ス お よ び 当 社 が 
指 定 す る 第 三 者 の 提 供 す る サー ビ ス に 関 連 す る、 新 機 能、 更 新 情 報 等 の 案 内 の メー ル を 送 付 
す る こ と お よ び 必 要 に 応 じ て ⼤ 容 量 の メー ル を 送 付 さ れ る こ と に つ い て 会 員 は 同 意 す る も の 
と し ま す。 メー ル の 受 信 の 設 定 お よ び 同 意 の ⽅ 法 に つ い て は、 本 サー ビ ス お よ び 送 付 す る 
メー ル に て 説 明 さ れ る も の と し ま す。   

４   以 下 の 項 ⽬ は ア カ ウ ン ト 登 録 拒 否 お よ び 抹 消 事 由 と な り、 同 社 の 判 断 で ア カ ウ ン ト 登 録 
の 拒 否・ 抹 消 を ⾏ う こ と が で き る も の と し ま す。 ア カ ウ ン ト 登 録 が 抹 消 さ れ た 場 合 は、 本 
サー ビ ス で 利 ⽤ し た ク ラ イ ア ン ト 情 報 な ど の 登 録 情 報 は 全 て 削 除 さ れ る も の と し ま す。   

1. 本 規 約 に 違 反 す る お そ れ が あ る と 当 社 が 判 断 し た 場 合、 お よ び 違 反 し た 場 合   
2. 当 社 に 提 供 さ れ た 登 録 事 項 の 全 部 ま た は ⼀ 部 に つ き 虚 偽、 誤 記 ま た は 記 載 漏 れ が 
あっ た 場 合   

3. ア カ ウ ン ト 情 報 と し て 登 録 し た 会 員 の ⽒ 名 が、 会 員 の 本 名 で な かっ た 場 合   
4. 過 去 に 本 サー ビ ス の 利 ⽤ の 登 録 を 取 り 消 さ れ た 者 で あ る 場 合   
5. 未 成 年 者、 成 年 被 後 ⾒ ⼈、 被 保 佐 ⼈ ま た は 被 補 助 ⼈ の い ず れ か で あ り、 法 定 代 理 
⼈、 後 ⾒ ⼈ ､ 保 佐 ⼈ ま た は 補 助 ⼈ の 同 意 等 を 得 て い な かっ た 場 合   

6. 同 ⼀ 会 員 に よ る、 複 数 ア カ ウ ン ト が 確 認 さ れ た 場 合、 ま た は そ の 恐 れ が あ る と 判 断 
し た 場 合   



7. 当 社、 他 の 登 録 ユー ザー ま た は 第 三 者 に 損 害 を ⽣ じ さ せ る お そ れ の あ る ⽬ 的 ま た は 
⽅ 法 で 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し た、 ま た は 利 ⽤ し よ う と し た 場 合   

8. ⼿ 段 の 如 何 を 問 わ ず、 本 サー ビ ス の 運 営 を 妨 害 し た 場 合   
9. そ の 他、 当 社 が 登 録 ユー ザー と し て の 登 録、 並 び に 登 録 継 続 を 適 当 で な い と 判 断 し 
た 場 合   

第 ７ 条 （利 ⽤ 料 ⾦）   

１   本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ は、 当 サー ビ ス の 公 式 ホー ム ペー ジ に 記 載 す る プ ラ ン よ り お 選 び 
い た だ き ま す。   

２   本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ は、 ク レ ジッ ト カー ド に て ⽀ 払 う も の と し ま す。 ク レ ジッ ト カー 
ド 決 済 は 当 社 が 指 定 す る Ｇ Ｍ Ｏ ペ イ メ ン ト ゲー ト ウェ イ 株 式 会 社 が 提 供 す る 「マ ル ペ イ」 
（以 下、 マ ル ペ イ） に て 毎 ⽉ 決 済 を ⾏っ て い た だ き ま す。   

３   当 社 は サー ビ ス 内 容 の 変 更 等 に よ り、 利 ⽤ 料 ⾦ を 改 定 す る 場 合 が あ り ま す。 利 ⽤ 料 ⾦ を 
改 定 す る 場 合 は、 当 社 は 所 定 の ⽅ 法 に よ り 会 員 に 通 知 す る も の と し ま す。   

４   本 サー ビ ス 利 ⽤ 料 ⾦ お よ び サー ビ ス の 利 ⽤ に 関 連 し て ⽣ じ る そ の 他 の 料 ⾦   (税 ⾦ お よ び 
適 ⽤ あ る 場 合 は 取 引 ⼿ 数 料)   は、 請 求 サ イ ク ル は ⽉ 末 締 め 翌 ⽉ １ ⽇ に、 お 客 様 の ご 登 録 ク レ 
ジッ ト カー ド に 対 し て 請 求 さ れ ま す。 初 ⽉ の み、 利 ⽤ を 開 始 し た ⽇ か ら ⽉ 末 ま で の 料 ⾦ が ⽇ 
割 で お 客 様 の ご 登 録 ク レ ジッ ト カー ド に 対 し て 翌 ⽉ １ ⽇ に 請 求 さ れ ま す。   

第 ８ 条 （解 約・ キャ ン セ ル）   

１   会 員 は、 当 社 所 定 の ⽅ 法 で 当 社 に 通 知 す る こ と に よ り、 本 サー ビ ス を 解 約 し、 会 員 と し 
て の 登 録 を 抹 消 す る こ と が で き ま す。   

２   解 約 に あ た り、 当 社 に 対 し て 債 務 が あ る 場 合、 会 員 は 当 社 に 対 す る 債 務 の ⼀ 切 に つ い て 
当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い、 直 ち に 当 社 に 対 し て 全 て の 債 務 の ⽀ 払 い を 当 社 の 定 め る 期 限 内 に 
⾏ う も の と し ま す。   

３   解 約 後 は、 本 サー ビ ス で 利 ⽤ し た ク ラ イ ア ン ト 情 報 な ど の 登 録 情 報 は 全 て 削 除 さ れ る も 
の と し ま す。 解 約 後、 本 サー ビ ス 利 ⽤ を 再 開 す る 場 合 に お い て も 解 約 前 の 本 サー ビ ス 登 録 情 
報 は 利 ⽤ で き ま せ ん。   

４   本 サー ビ ス の 利 ⽤ 料 ⾦ の ⽀ 払 い が 確 認 で き な い 場 合、 本 サー ビ ス で 利 ⽤ し た ク ラ イ ア ン 
ト 情 報 な ど の 登 録 情 報 は 全 て 削 除 さ れ る も の と し ま す。   

５   解 約 ⽉ は、 ⽉ の 途 中 で 解 約 し た 場 合 で も 1 ヶ ⽉ 分 の サー ビ ス 利 ⽤ 料 ⾦ が 発 ⽣ し ま す。   

第 ９ 条 （料 ⾦ お よ び プ ラ ン の 変 更）   

１   利 ⽤ プ ラ ン を アッ プ グ レー ド す る 場 合 は、 プ ラ ン 変 更 し た ⽇ よ り 適 ⽤ さ れ、 利 ⽤ 料 ⾦ は 
アッ プ グ レー ド 後 の ⽉ 額 料 ⾦ が 適 ⽤ さ れ ま す。 アッ プ グ レー ド を ⾏っ た ⽉ の 料 ⾦ は ⽇ 割 計 算 
さ れ ず、 アッ プ グ レー ド 後 の プ ラ ン の 満 額 の 料 ⾦ を 翌 ⽉ １ ⽇ に 請 求 い た し ま す。   

２   利 ⽤ プ ラ ン を ダ ウ ン グ レー ド す る 場 合 は、 翌 ⽉ よ り 適 ⽤ さ れ ま す。 ダ ウ ン グ レー ド 後 の 
ク ラ イ ア ン ト 登 録 数 よ り も、 お 客 様 が 登 録 す る ク ラ イ ア ン ト 登 録 数 が 多 い 場 合 は ダ ウ ン グ 
レー ド は で き ま せ ん の で、 ク ラ イ ア ン ト の 削 除 が 必 要 と な り ま す。   



３   PLAZ+ 会 員 料 ⾦ 適 ⽤ 時 に PLAZ+ の 利 ⽤ 停 ⽌ を し た 場 合 は、 翌 ⽉ 末 に ⾃ 動 的 に プ ラ ン を 
変 更 い た し ま す。 ク ラ イ ア ン ト 数 が 10 名 以 上 の PLAZ+ 会 員 料 ⾦ プ ラ ン を ご 利 ⽤ 中 の 場 合 
は、 翌 ⽉ 末 に 同 ク ラ イ ア ン ト 数 の ⼀ 般 会 員 プ ラ ン に ⾃ 動 変 更 を ⾏ い ま す。 PLAZ+ 会 員 5 名 プ 
ラ ン (無 料) を ご 利 ⽤ 中 の 場 合 は、 ⼀ 般 会 員 無 料 プ ラ ン に ⾃ 動 変 更 さ れ ご 登 録 の ク ラ イ ア ン ト 
情 報 は 全 て 削 除 さ れ 復 元 で き ま せ ん。   

第 １ ０ 条 （利 ⽤ 停 ⽌ 等）   

１   本 約 款 に 定 め る 条 項 に 違 反 す る ⾏ 為 お よ び 違 反 す る お そ れ の あ る ⾏ 為 を ⾏っ た と な ら び 
に 利 ⽤ 料 ⾦ の ⽀ 払 い を 怠っ た 場 合 に は、 事 前 の 通 知・ 催 告 を す る こ と な く、 当 社 は 本 サー ビ 
ス の 利 ⽤ お よ び 提 供 さ れ て い た サー ビ ス の ⼀ 部 も し く は 全 部 の 提 供 を 停 ⽌・ 中 断 で き る も の 
と し ま す。   

２   前 項 に よ り サー ビ ス の ⼀ 部 も し く は 全 部 の 提 供 が 停 ⽌・ 中 断 さ れ た 場 合 で も、 返 ⾦ を ⾏ 
わ な い も の と し ま す。 本 項 の 時 点 で 当 社 に 対 す る 債 務 が あ る 場 合、 会 員 は 債 務 の ⼀ 切 に つ い 
て 当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い、 直 ち に 当 社 に 対 し て 全 て の 債 務 の ⽀ 払 い を 当 社 の 定 め る 期 限 内 
に ⾏ う も の と し ま す。 ま た、 こ れ ら の 措 置 に よっ て 会 員 が 被っ た 損 害 に つ い て、 当 社 は ⼀ 切 
の 責 任 を 負 い ま せ ん。   

第 １ １ 条 （当 社 の 免 責 お よ び 保 証 の 否 認 に つ い て）   

１   当 社 は、 本 サー ビ ス が 会 員 の 特 定 の ⽬ 的 に 適 合 す る こ と、 期 待 す る 商 品 価 値・ 正 確 性・ 
有 ⽤ 性 を 有 す る こ と、 会 員 に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ が 会 員 に 適 ⽤ の あ る 法 令 ま た は 業 界 団 体 
の 内 部 規 則 等 に 適 合 す る こ と お よ び 不 具 合 が ⽣ じ な い こ と に つ い て 何 ら 保 証 す る も の で は あ 
り ま せ ん。   

２   当 社 は、 当 社 の 故 意、 重 過 失 に よ る 場 合 を 除 き、 本 約 款 の 規 定 に 基 づ く 当 社 に よ る 本 
サー ビ ス の 提 供 の 中 断、 停 ⽌、 終 了 ま た は 変 更、 会 員 の 投 稿 情 報 の 削 除、 会 員 登 録 の 抹 消、 
機 器 の 故 障 も し く は 損 傷、 そ の 他 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 関 し て 会 員 が 被っ た 損 害 に つ き、 賠 償 
す る 責 任 を ⼀ 切 負 わ な い も の と し ま す。   

３   会 員 は 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る に あ た り、 ⾃ ⼰ の 費 ⽤ と 責 任 で 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る た め 
に 必 要 と な る パ ソ コ ン、 ス マー ト フォ ン な ど の 端 末、 イ ン ター ネッ ト 回 線、 ソ フ ト ウェ ア そ 
の 他 の 設 備 を ⽤ 意 す る も の と し ま す。 会 員 の イ ン ター ネッ ト 回 線 の 状 況、 パ ソ コ ン 環 境、 そ 
の 他 予 期 せ ぬ 理 由 に よ り、 コ ン テ ン ツ の 中 断、 速 度 低 下、 障 害、 停 ⽌ 若 し く は 利 ⽤ 不 能、 ま 
た は 授 業 の 開 催 延 期、 中 ⽌ な ど の 事 態 な ど が 発 ⽣ し た 場 合 も、 こ れ に よっ て 会 員 に ⽣ じ た 損 
害 に つ い て 当 社 は ⼀ 切 責 任 を 負 い ま せ ん。   

４   当 社 は、 本 サー ビ ス 上 で の 会 員 の 活 動 を 管 理 す る も の で は な く、 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し た 
会 員 間 の 交 流 は ⾃ ⼰ 責 任 で ⾏っ て い た だ く も の と し ま す。 本 サー ビ ス に お い て 会 員 が 発 信 ま 
た は 共 有 す る 情 報、 お よ び そ れ ら に 起 因 す る 会 員 間 の ト ラ ブ ル に つ い て、 当 社 は ⼀ 切 責 任 を 
負 い ま せ ん。   

５   本 サー ビ ス は、 外 部 SNS サー ビ ス と 連 携 す る こ と が あ り ま す が、 か か る 連 携 を 保 証 す 
る も の で は な く、 本 サー ビ ス に お い て 外 部 SNS サー ビ ス と 連 携 で き な かっ た 場 合 で も、 当 
社 は ⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。 本 サー ビ ス が 外 部 SNS サー ビ ス と 連 携 し て い る 場 合 に お い 
て、 会 員 は 外 部 SNS 利 ⽤ 規 約 を ⾃ ⼰ の 費 ⽤ と 責 任 で 遵 守 す る も の と し、 会 員 と 当 該 外 部 
SNS サー ビ ス を 運 営 す る 者 と の 間 で 紛 争 等 が ⽣ じ た 場 合 で も、 当 社 は 当 該 紛 争 等 に つ い て 
⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。   



第 １ ２ 条 （パ ス ワー ド お よ び ア カ ウ ン ト の 管 理）   

１   会 員 は、 ⾃ ⼰ の 責 任 に お い て、 パ ス ワー ド お よ び ア カ ウ ン ト を 管 理 お よ び 保 管 す る も の 
と し、 こ れ を 第 三 者 に 利 ⽤ さ せ、 ま た は、 貸 与、 譲 渡、 名 義 変 更、 売 買 等 を し て は な ら な い 
も の と し ま す。   

２   パ ス ワー ド ま た は ア カ ウ ン ト の 管 理 不 ⼗ 分、 使 ⽤ 上 の 過 誤、 第 三 者 の 使 ⽤ 等 に よ る 損 害 
の 責 任 は 会 員 が 負 う も の と し、 当 社 は ⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。  

３   会 員 は、 パ ス ワー ド ま た は ア カ ウ ン ト が 盗 ま れ た り、 第 三 者 に 使 ⽤ さ れ た り し て い る こ 
と が 判 明 し た 場 合 に は、 直 ち に そ の 旨 を 当 社 に 通 知 す る と と も に、 当 社 か ら の 指 ⽰ に 従 う も 
の と し ま す。   

第 １ ３ 条 （著 作 権）   

１   本 サー ビ ス に お い て 提 供 さ れ る コ ン テ ン ツ の 著 作 権 そ の 他 の 知 的 財 産 権 は 全 て 当 社 ま た 
は 当 社 に 権 利 を 許 諾 し た 第 三 者 に 帰 属 し て い ま す。 当 社 は 会 員 に 対 し、 本 サー ビ ス を 本 約 款 
に 従っ て 利 ⽤ す る た め に 必 要 な 限 度 で、 コ ン テ ン ツ を 利 ⽤ す る 権 利 を 付 与 し ま す。   

２   投 稿 情 報 に 関 す る 著 作 権 （著 作 権 法 第 27 条 お よ び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む。） に つ 
い て は、 投 稿、 発 信 と 同 時 に そ の ⼀ 切 が 当 社 に 譲 渡 さ れ る も の と し、 会 員 は 投 稿 情 報 に つ い 
て い か な る 権 利 主 張 も ⾏ わ な い も の と し ま す。 た だ し、 当 社 は 会 員 が 投 稿 情 報 に つ い て 設 定 
し た 公 開 範 囲 を 超 え て 投 稿 情 報 を 公 開 し な い も の と し ま す。   

３   会 員 は、 投 稿 情 報 に つ い て、 ⾃ ら が 投 稿 す る こ と に つ い て の 適 法 な 権 利 を 有 し て い る こ 
と、 お よ び 投 稿 情 報 が 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し て い な い こ と に つ い て、 当 社 に 対 し 表 明 し、 保 
証 す る も の と し ま す。  

第 １ ４ 条 （禁 ⽌ 事 項）   

１   当 社 は、 会 員 が 以 下 の 各 号 の い ず れ か の ⾏ 為 を ⾏っ た 場 合、 ま た は ⾏ う お そ れ が あ る と 
当 社 が 判 断 し た 場 合 は、 事 前 に 通 知 ま た は 催 告 す る こ と な く、 投 稿 情 報 を 削 除 し、 ま た は 本 
サー ビ ス の ⼀ 部 も し く は 全 部 の 提 供 を 停 ⽌ も し く は 中 断 し、 ま た は 会 員 登 録 を 抹 消 す る こ と 
が で き る も の と し ま す。 か か る 前 提 と し て、 当 社 は 会 員 の 登 録 情 報 お よ び 投 稿 情 報 を 運 営 上 
の 必 要 に 応 じ て 適 宜 閲 覧 す る こ と が で き ま す。   

1. 当 社、 本 サー ビ ス の 他 の 利 ⽤ 者 ま た は 第 三 者 の 知 的 財 産 権、 著 作 権、 肖 像 権、 プ ラ 
イ バ シー の 権 利、 名 誉、 そ の 他 の 権 利 ま た は 利 益 を 侵 害 す る ⾏ 為  

2. セ ミ ナー・ 講 習 会・ 研 修 な ど で、 当 社 の 資 料 を 複 製 利 ⽤ ま た は 配 布 す る ⾏ 為   
3. コ ン テ ン ツ を、 本 サー ビ ス が 予 定 し て い る 利 ⽤ 形 態 を 超 え て 利 ⽤ （複 製、 送 信、 転 
載、 改 変 な ど の ⾏ 為 を 含 む） す る ⾏ 為   

4. 本 サー ビ ス の 個 ⼈ ア カ ウ ン ト を 複 数 ⼈ で 共 有 利 ⽤ す る ⾏ 為   
5. 本 サー ビ ス の 他 の 会 員 の ア カ ウ ン ト ま た は パ ス ワー ド を 利 ⽤ す る な ど、 第 三 者 に 成 
り す ま す ⾏ 為 ま た は ⾃ ⼰ の ア カ ウ ン ト お よ び パ ス ワー ド を 第 三 者 に 利 ⽤ さ せ、 ま た 
は 貸 与、 譲 渡、 名 義 変 更、 売 買 等 す る ⾏ 為   

6. 犯 罪 ⾏ 為 に 関 連 す る ⾏ 為 ま た は 公 序 良 俗 に 反 す る ⾏ 為   
7. 猥 褻 な 情 報 ま た は ⻘ 少 年 に 有 害 な 情 報 を 送 信 す る ⾏ 為   
8. ⾯ 識 の な い 異 性 と の 交 際 を ⽬ 的 と し た ⾏ 為   
9. 法 令 ま た は 当 社 も し く は 会 員 が 所 属 す る 業 界 団 体 の 内 部 規 則 に 違 反 す る ⾏ 為   



10.コ ン ピュー ター・ ウィ ル ス そ の 他 の 有 害 な コ ン ピュー ター・ プ ロ グ ラ ム を 含 む 情 報 
を 送 信 す る ⾏ 為   

11. 当 社 に よ る 本 サー ビ ス の 運 営 を 妨 害 す る お そ れ の あ る ⾏ 為   
12.ソ フ ト ウェ ア を 介 す る こ と に よ り、 ま た は 第 三 者 が 提 供 す る ウェ ブ サ イ ト を 介 す る 
こ と に よ り、 コ ン テ ン ツ を ダ ウ ン ロー ド す る ⾏ 為   

13.そ の 他、 当 社 が 不 適 切 と 判 断 す る ⾏ 為   

２   前 項 各 号 の 他、 当 社 の 権 利・ 財 産 や サー ビ ス 等 の 保 護、 ま た は 第 三 者 の ⽣ 命、 ⾝ 体 ま た 
は 財 産 の 保 護 等 の ⽬ 的 か ら 必 要 が あ る と 当 社 が 判 断 し た 場 合 に は、 必 要 な 範 囲 内 で 投 稿 情 報 
を 裁 判 所 や 警 察 等 の 公 的 機 関 に 開 ⽰・ 提 供 す る こ と が で き る も の と し ま す。   

第 １ ５ 条 （本 サー ビ ス の 停 ⽌）   

当 社 は、 以 下 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は、 会 員 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く、 本 
サー ビ ス の ⼀ 部 ま た は 全 部 の 提 供 を 停 ⽌ ま た は 中 断 す る こ と が で き る も の と し ま す。   

1. 本 サー ビ ス 提 供 の た め の 装 置、 シ ス テ ム の 保 守 ま た は 点 検 を ⾏ う 場 合   
2. ⽕ 災、 地 震 な ど の ⾃ 然 災 害、 停 電、 シ ス テ ム 障 害 等 に よ り 本 サー ビ ス の 運 営 が 困 難 
な 場 合   

3. コ ン ピュー ター や 通 信 回 線 が 事 故 等 に よ り 停 ⽌ し た 場 合   
4. Vimeo 等、 当 社 が 利 ⽤ す る 外 部 シ ス テ ム が 何 ら か の 影 響 に て 停 ⽌・ 不 安 定 な 状 態 に 
陥っ た 場 合   

5. そ の 他、 当 社 が 停 ⽌ ま た は 中 断 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 場 合   

第 １ ６ 条 （本 サー ビ ス の 内 容 の 変 更、 終 了）   

当 社 は、 当 社 の 都 合 に よ り、 本 サー ビ ス の 内 容 を 変 更 し、 ま た は 提 供 を 終 了 す る こ と が あ り 
ま す。 こ の 場 合、 当 社 は 所 定 の ⽅ 法 に よ り 会 員 に 事 前 に 通 知 す る も の と し ま す。   

第 １ ７ 条 （本 約 款 の 変 更）   

当 社 は、 当 社 が 必 要 で あ る と 判 断 す る 場 合、 本 約 款 の 内 容 を 変 更 で き る も の と し ま す。 こ の 
場 合、 当 社 は 当 該 変 更 後 の 内 容 を 事 前 に 会 員 に 通 知 ま た は 本 サー ビ ス 上 に 掲 載 す る ⽅ 法 に よ 
り 告 知 す る も の と し、 通 知 ま た は 告 知 後、 会 員 が 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し た 場 合 ま た は 当 社 の 定 
め る 所 定 の 期 間 内 に 登 録 抹 消 の ⼿ 続 き を 取 ら な かっ た 場 合 に は、 会 員 は、 本 約 款 の 変 更 に 同 
意 し た も の と み な し ま す。   

第 １ ８ 条 （通 知）   

本 サー ビ ス に 関 す る 問 い 合 わ せ そ の 他 会 員 か ら 当 社 に 対 す る 連 絡 ま た は 通 知 お よ び 本 約 款 の 
変 更 に 関 す る 通 知 そ の 他 当 社 か ら 会 員 に 対 す る 連 絡 ま た は 通 知 は、 当 社 の 定 め る ⽅ 法 で ⾏ う 
も の と し ま す。   

第 １ ９ 条 （個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い）   

１   当 社 に よ る 会 員 の 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に つ い て は、 別 途 当 社 プ ラ イ バ シー ポ リ シー の 定 め 
に よ る も の と し、 会 員 は こ の プ ラ イ バ シー ポ リ シー に 従っ て 当 社 が 会 員 の 個 ⼈ 情 報 を 取 り 扱 
う こ と に つ い て 同 意 す る も の と し ま す。   



２   当 社 は、 会 員 が 当 社 に 提 供 し た 情 報、 デー タ 等 を、 個 ⼈ を 特 定 で き な い 形 で の 統 計 的 な 
情 報 と し て、 当 社 の 裁 量 で、 サー ビ ス 向 上、 改 良、 開 発 等 の ⽬ 的 で 利 ⽤ お よ び 公 開 す る こ と 
が で き る も の と し、 会 員 は こ れ に 異 議 を 申 し 出 な い も の と し ま す。   

３   外 部 SNS サー ビ ス の ア カ ウ ン ト で 登 録 し た 場 合 ま た は 会 員 ⾃ ら 外 部 SNS サー ビ ス と 連 
携 設 定 を ⾏っ た 場 合 に、 当 該 外 部 SNS サー ビ ス の 登 録 情 報 か ら 抽 出 さ れ る 情 報 に 関 し て も 
前 条 と 同 様 と し ま す。  

第 ２ ０ 条 （地 位 の 譲 渡 等）   

１   会 員 は、 本 利 ⽤ 規 約 上 の 地 位 ま た は 本 利 ⽤ 規 約 に 基 づ く 権 利 も し く は 義 務 に つ き、 第 三 
者 に 対 し、 譲 渡、 移 転、 担 保 設 定、 そ の 他 の 処 分 を す る こ と は で き ま せ ん。   

２   当 社 は 本 サー ビ ス に か か る 事 業 を 他 社 に 譲 渡 し た 場 合 に は、 当 該 事 業 譲 渡 に 伴 い 本 利 ⽤ 
規 約 上 の 地 位、 本 利 ⽤ 規 約 に 基 づ く 権 利 お よ び 義 務 並 び に 会 員 の 登 録 事 項 そ の 他 の 情 報 を 当 
該 事 業 譲 渡 の 譲 受 ⼈ に 譲 渡 す る こ と が で き る も の と し、 会 員 は、 か か る 譲 渡 に つ き あ ら か じ 
め 同 意 し た も の と し ま す。 な お、 本 項 に 定 め る 事 業 譲 渡 に は、 会 社 分 割 そ の 他 事 業 が 移 転 す 
る あ ら ゆ る 場 合 を 含 む も の と し ま す。   

第 ２ １ 条 （分 離 可 能 性）   

本 利 ⽤ 規 約 の ⼀ 部 の 条 項 が 無 効 と さ れ た 場 合 も、 他 の 条 項 の 効 ⼒ に は 影 響 せ ず、 他 の 規 定 は 
有 効 に 存 続 す る も の と し ま す.   

第 ２ ２ 条 （準 拠 法 お よ び 合 意 管 轄）   

１   本 約 款 の 準 拠 法 は ⽇ 本 法 と し ま す。   

２   本 サー ビ ス の 利 ⽤ 契 約 に 関 し て 紛 争 が ⽣ じ た 場 合、 福 岡 地 ⽅ 裁 判 所 を 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 
意 管 轄 裁 判 所 と し ま す。   

付 則   本 約 款 は ２ ０ ２ ０ 年 ５ ⽉ １ ⽇ よ り 施 ⾏ し ま す。   

２ ０ ２ ０ 年 ５ ⽉ １ ⽇ 制 定   

２ ０ ２ ０ 年 １ ０ ⽉ １ ６ ⽇ 改 定   

２ ０ ２ １ 年 ４ ⽉ ９ ⽇ 改 定   

２ ０ ２ １ 年 ８ ⽉ １ ⽇ 改 定   

  


